
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
案
要
綱

第
一

準
法
定
事
務
の
基
準

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
事
務
の
目
的
が
当
該
事
務
が
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
法
別
表
の
各
項
の
下
欄
に

掲
げ
る
事
務
と
同
一
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

第
二

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
等
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
の
範
囲

機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
等
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
に
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三

十
条
の
十
五
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
三

十
条
の
四
十
四
の
五
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
十
条
の
四
十
四
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に

規
定
す
る
求
め
を
し
た
者
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）

第
三

国
外
転
出
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
等

一

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
等



１

法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
送
付
は
、
領
事
官
又
は
市
町
村
長
に
対
し
、
直
接
に

又
は
交
付
申
請
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
戸
籍
の
附
票
を
備
え
る
市
町
村
の
長
（
以
下
「
附
票
管
理
市
町
村
長
」
と
い

う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
三
項
関
係
）

２

交
付
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
は
、
交
付
申
請

者
（
当
該
交
付
申
請
者
の
指
定
し
た
者
に
対
し
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
）
に
対
し
、
当

該
市
町
村
長
が
指
定
す
る
場
所
へ
の
出
頭
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
六
項
関
係
）

３

領
事
官
又
は
市
町
村
長
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
交
付
申
請
者
に
対
し
、
当
該
領
事
官
が
指
定
す
る
場
所
又
は
当
該
市
町
村
の
事
務
所
へ
の
出
頭
を
求
め
て
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
七
項
関
係
）

４

領
事
官
又
は
市
町
村
長
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
は
、
交
付
申
請
者
（
当
該

交
付
申
請
者
の
指
定
し
た
者
に
対
し
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
そ
の
者
）
に
対
し
、
当
該
領
事
官

が
指
定
す
る
場
所
又
は
当
該
市
町
村
の
事
務
所
へ
の
出
頭
を
求
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
第
九
項
関
係
）

二

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
失
効
す
る
場
合



個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
国
外
転
出
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
国
外
に
転
出
を
し
た
と
き
で

あ
っ
て
、
そ
の
者
が
戸
籍
の
附
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
出
を
受
け
た
市

町
村
長
が
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
失
効
す

る
場
合
か
ら
除
く
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
国
外
転
出
者
に
係
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
失
効
す
る
場
合
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
四
条
関
係
）

三

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
返
納

住
所
地
市
町
村
長
又
は
附
票
管
理
市
町
村
長
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
返
納
を
命
ず
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
当

該
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
書
面
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）

第
四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）


